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新 旧 対 照 表 

改 正 現 行 備 考 

－1－ 

第１章 総  則 
１－１ 総  則 

１－１－１ 適用範囲 

【省略】 

１－１－２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１ 「委託者」とは、支出負担行為担当者をいう。 

【省略】 

９ 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を

含む。）を総称していう。 

【省略】 

１－１－５ 調査地点の確認 

１ 受託者は、調査着手前にその位置を確認しておかなければならない。また、調査地点の標高が必要

な場合は、基準となる点について業務担当員の承諾を得なければならない。 

２ 受託者は、調査業務において、地下埋設物（電話線、送電線、ガス管、上下水道管、光ケーブル、

その他）が予想される場合は、業務担当員に報告し、関係機関との協議のうえ、現地立会を行い、位

置、規模、構造等を確認するものとする。 

【省略】 

１－１－33 現場管理と安全の確保 

１ 受託者は、使用人等の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握し、適正な労働条件

を確保しなければならない。 

２ 受託者は、調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努め

なければならない。 

（１）受託者は「土木工事安全施工技術指針」（国土交通大臣官房技術審議官通達 令和４年２月）、

土木工事等施工技術安全指針（農林水産省農村振興局整備部長、平成 22年３月）を参考にして、

常に調査の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。 

【省略】 

第１章 総  則 
１－１ 総  則 

１－１－１ 適用範囲 

【省略】 

１－１－２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１ 「委託者」とは、支出負担行為担当者をいう。 

【省略】 

９ 「仕様書」とは、共通仕様書、特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含

む。）を総称していう。 

【省略】 

１－１－５ 調査地点の確認 

１ 受託者は、調査着手前にその位置を確認しておかなければならない。また、調査地点の標高が必要

な場合は、基準となる点について業務担当員の承諾を得なければならない。 

２ 受託者は、調査業務において、地下埋設物（電話線、送電線、ガス管、上下水道管、 

その他）が予想される場合は、業務担当員に報告し、関係機関との協議のうえ、現地立会を行い、位置、

規模、構造等を確認するものとする。 

【省略】 

１－１－33 現場管理と安全の確保 

１ 受託者は、使用人等の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握し、適正な労働条件

を確保しなければならない。 

２ 受託者は、調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努め

なければならない。 

（１）受託者は「土木工事安全施工技術指針」（国土交通大臣官房技術審議官通達 令和３年３月）、

土木工事等施工技術安全指針（農林水産省農村振興局整備部長、平成 22年３月）を参考にして、

常に調査の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。 

【省略】 

字句の改正 

字句の追加 

字句の改正 



新 旧 対 照 表 

改 正 現 行 備 考 

－2－ 

第２章 地質・土質調査 

目  次 

２－１ 通  則 ........................................................... 

【省略】 

２－５ サウンディング ..................................................... 

２－５－１ 標準貫入試験 ................................................. 

２－５－２ オランダ式二重管コーン貫入試験 ............................... 

２－５－３ ポータブルコーン貫入試験 ..................................... 

２－５－４ 原位置ベーン試験せん断試験 ................................... 

２－５－５ スクリューウエイト貫入試験（スウェーデン式サウンディング試験) 

【省略】 

２－７ 解析等調査業務 ..................................................... 

２－７－１ 目  的 ..................................................... 

【省略】 

２－７－６ 総合解析とりまとめ ........................................... 

２－７－７ 提出成果品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

【省略】 

別表－１ 様式一覧表 ....................................................... 

様式－１ 弾性波探査野帳 ................................................. 

【省略】 

様式－18 孔内傾斜計データシート ......................................... 

様式－19 オーガボーリング（ピートサンプリング）による土質柱状図 ......... 

様式－20 土層断面成果図 ................................................. 

様式－21 調査現場写真の撮影記録 ......................................... 

様式－22 標準貫入試験の貫入抵抗断面図 ................................... 

様式－23 ベーンテストせん断強度断面図 ................................... 

様式－24 ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）の貫入抵抗断面図 ........ 

様式－25 地質構造種別記号 ............................................... 

様式－26 調査項目別記号 ................................................. 

（参考図） ................................................................. 

傾斜計設置図 ............................................................. 

伸縮計設置図 ............................................................. 

インバー線保護工 ......................................................... 

第２章 地質・土質調査 

目  次 

２－１ 通  則 .......................................................... 

【省略】 

２－５ サウンディング .................................................... 

２－５－１ 標準貫入試験 ................................................ 

２－５－２ オランダ式二重管コーン貫入試験 .............................. 

２－５－３ ポータブルコーン貫入試験 .................................... 

２－５－４ ベーン試験 .................................................. 

２－５－５ スウェーデン式サウンディング試験 ............................ 

【省略】 

２－７ 解析等調査業務 .................................................... 

２－７－１ 目  的 .................................................... 

【省略】 

２－７－６ 総合解析とりまとめ .......................................... 

【省略】 

別表－１ 様式一覧表 ...................................................... 

様式－１ 弾性波探査野帳 ................................................ 

【省略】 

様式－18 孔内傾斜計データシート ........................................ 

（参考図） ................................................................ 

傾斜計設置図 ............................................................ 

伸縮計設置図 ............................................................ 

インバー線保護工 ........................................................ 

字句の改正 

  〃 

字句の追加 

字句の追加 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 
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別表－２ 様式一覧表 ...................................................... 

様式－19 オーガボーリング（ピートサンプリング）による土質柱状図 ........ 

様式－20 土層断面成果図 ................................................ 

様式－21 調査現場写真の撮影記録 ........................................ 

様式－22 標準貫入試験の貫入抵抗断面図 .................................. 

様式－23 ベーンテストせん断強度断面図 .................................. 

様式－24 スウェーデン式サウンディングの貫入抵抗断面図 .................. 

様式－25 地質構造種別記号 .............................................. 

様式－26 調査項目別記号 ................................................ 

字句の削除 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－4－ 

第２章 地質・土質調査 
２－１ 通  則 

２－１－１ 調査の目的 

【省略】 

 

２－１－２ 調査・試験の区分 

１ 原位置試験 

土質調査    ：オーガボーリング・ピートサンプリング 

強度調査    ：標準貫入試験・簡易動的コーン貫入試験・ポータブルコーン貫入試験・機械式

コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験・原位置ベーンせん断試験・スク

リューウエイト貫入試験（スウェーデン式サウンディング試験） 

乱さない試料採取：固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサンプリング）・ロータ

リー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング）・ロータリー式三重管サンプ

ラー（トリプルサンプリング） 

その他の試験：孔内  載荷試験・現場密度測定（砂置換法）・現場透水試験 

２ 土質試験 

物理試験：土粒子の密度試験・含水比試験・粒度試験・液性限界試験・塑性限界試験 

化学試験：強熱減量試験 

力学試験：土の突固め試験・圧密試験・一軸圧縮試験・一面せん断試験・三軸圧縮試験       

  ・現場透水試験 

【省略】 

 

 

第２章 地質・土質調査 
２－１ 通  則 

２－１－１ 調査の目的 

【省略】 

 

２－１－２ 調査・試験の区分 

１ 原位置試験 

土質調査    ：オーガボーリング・ピートサンプリング 

強度調査    ：標準貫入試験・二重管式静的円スイ貫入試験・オランダ式円スイ貫入試験（２

ton）・オランダ式円スイ貫入試験（10ton）・ベーン試験・スウェーデン式サウ

ンディング試験 

乱さない試料採取：シンウォールサンプリング 

 

 

その他の試験  ：孔内水平載荷試験・砂置換法による単位体積質量の測定・現場透水試験 

２ 土質試験 

物理試験：土粒子の比重試験・含水量試験・粒度試験・液性限界試験・塑性限界試験 

化学試験：強熱減量試験 

力学試験：        圧密試験・一軸圧縮試験・一面せん断試験・三軸圧縮試験・締固め 

試験・  透水試験 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

字句の改正 

 

 

字句の削除、改正 

 

字句の改正 

 

字句の追加、削除 
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２－４ サンプリング 

２－４－１ 乱さない試料採取 

１ 目  的 

乱さない試料のサンプリングは、室内力学試験に供する試料を、原位置における性状をより乱れの

少ない状態で採取することを目的とする。 

２ 採取方法 

（１）固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサンプリング）は、軟弱な粘性土の試

料を採取するもので、採取方法及び器具については、JGS1221 固定ピストン式シンウォールサン

プラーによる土試料の採取方法によるものとする。 

（２）ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング）は、中程度の硬質な粘性土の試料を

採取するもので、採取方法及び器具については、JGS1222 ロータリー式二重管サンプラーによる

土試料の採取方法によるものとする。 

（３）ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング）は、硬質の粘性土、砂質土の試料を

採取するもので、採取方法及び器具については、JGS1223 ロータリー式三重管サンプラーによる

土試料の採取方法によるものとする。 

【省略】 

 

２－５ サウンディング 

２－５－１ 標準貫入試験 

【省略】 

 

２－５－２ 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 

１ 目  的 

機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験は、軟弱地盤の原位置における土のコーン貫入

抵抗を測定し、土層の硬軟、締まり具合またはその地盤構成を判定することを目的とする。 

２ 試験等 

（１）試験方法及び器具は JIS A 1220機械式コーン（オランダ式二重管コーン）方法によるものとす

る。 

（２）先端抵抗測定中および外管圧入中に貫入抵抗が著しく変化する場合には、その深度においても

測定する。 

（３）試験中、目的の深度まで達する前に、礫などにあたり試験が不可能になった場合は、業務担当

員と協議するものとする。 

【省略】 

 

２－４ サンプリング 

２－４－１ 乱さない試料採取 

１ 目  的 

乱さない試料のサンプリングは、室内力学試験に供する試料を、原位置における性状をより乱れの

少ない状態で採取することを目的とする。 

２ 採取方法 

（１）シンウォールサンプリングは、軟弱な粘性土の試料を採取するもので、採取方法及び器具につ

いては、JGS1221 固定ピストン式シンウォールサンプラーによる土試料の採取方法によるものと

する。 

（２）デニソンサンプリングは、中程度の硬質な粘性土の試料を採取するもので、採取方法及び器具

については、JGS1222ロータリー式二重管サンプラーによる土試料の採取方法によるものとする。 

 

（３）トリプルサンプリングは、硬質の粘性土、砂質土の試料を採取するもので、採取方法及び器具

については、JGS1223ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取方法によるものとする。 

 

【省略】 

 

２－５ サウンディング 

２－５－１ 標 準貫入試験 

【省略】 

 

２－５－２ 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 

１ 目  的 

機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験は、軟弱地盤の原位置における土の静的貫入抵

抗を測定し、土層の硬軟、締まり具合またはその地盤構成を判定することを目的とする。 

２ 試験等 

（１）試験方法及び器具は JIS A 1220機械式コーン（オランダ式二重管コーン）方法によるものとす

る。 

（２）先端抵抗測定中および外管圧入中に貫入抵抗が著しく変化する場合には、その深度においても

測定する。 

（３）試験中、目的の深度まで達する前に、礫等にあたり試験が不可能になった場合は、業務担当員

と協議するものとする。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

字句の改正 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 
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２－５－４ 原位置ベーンせん断試験 

１ 目  的 

ベーンせん断試験は、泥炭・粘土等の軟弱地盤の土層の原位置における地盤のせん断強さを求める

ことを目的とする。 

２ 試験等 

（１）試験方法及び器具は、JGS1411 原位置ベーンせん断試験方法によるものとする。 

（２）ベーンブレードは長方形の 4 枚羽を十字型に組み合わせたものとし、高さ H と幅 D の比が 2.0

の長方形を標準とする。ベーンブレードは、ベーンシャフトと平行に取り付けられ、かつ曲がり

やゆがみのないものを用いる。 

（３）回転ロッドにねじりを与えないようにして、ベーンを孔底から所定の試験深さまで押し込む。

ベーンの押込み速度は、20mm/sを超えない一定速度とし、可能な限り打撃や振動を与えることな

くまっすぐ地中に押し込む。ボーリング掘削した孔底からベーンを押し込んで試験する場合には、

ボーリング孔底の 5 倍以上の長さまで押し込んだ後、試験を行う。押込み式の場合、地表面から

所定の試験深さの 0.5～0.8m 上まで、ベーンを保護管と共に地中に押し込み、さらにベーンのみ

を所定の試験深さまで押し込む。このとき、ベーン保護ケースからベーンブレード幅の 5倍の長 

さ以上ベーンを押し出してから試験を行う。 

（４）土を乱さない状態で試験開始し、ベーン押込み後、5 分以内にベーンを回転し、一定速度で回

転させる。回転角の読取り間隔は 2°以下とし、最大値が得られるまで試Ⅱ-3-8 験を続け最大ト

ルクＴmaxを求める。 

（５）ベーンブレードは、試験中に損傷してはならない。試験後、外観に損傷が確認された場合は業

務担当員へ報告し、再試験の実施を検討する。 

（６）長方形ベーンを用いた場合、乱さない状態での土のベーンせん断強さ Sfvを次式で算定する。 
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ここに Ｓfv ：乱さない状態での土のベーンせん断強さ（kN／㎡） 

    Ｔmax：乱さない状態での測定最大トルク（kN･m） 

    Ｄ  ：ベーンブレードの幅（m） 

    Ｈ  ：ベーンブレードの高さ（m） 

３ 成果品 

提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）調査位置案内図、調査位置平面図 

（２）試験結果は、JGS1411 原位置ベーンせん断試験方法により整理し提出するものとする。 

 

２－５－４ ベーン試験 

１ 目  的 

ベーン   試験は、泥炭・粘土等の軟弱地盤の土層の原位置における   せん断強さを求める

ことを目的とする。 

２ 試験等 

（１）ベーン試験機は、ヒズミ制御型で、回転十字翼は幅 5.5㎝、高さ 11㎝のものを標準とする。 

（２）ベーン試験機は、二重管式によるものとし、土層によってボーリングと併行して実施するもの

とする。この場合には、完全に清掃した孔底から約 30㎝下の深度において試験を実施しなければ

ならない。ただしベーン試験の深度は十字翼の中央部の深度とする。 

（３）回転ロッドの圧入中および圧入後に回転などを与えて試験箇所の土を乱してはならない。 

 

 

 

 

 

 

（４）十字翼は、毎秒約１度の割合で回転し、最大荷重が明らかになるまで回転角と荷重の関係を記

録するものとする。 

 

（５）ベーン試験によるせん断強さは次式によって求めるものとする。 
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3
Ｄ

＋
2

　Ｈ
2

Ｄ
π

Ｍmax
＝τ        

 

ここに τ  ：        せん断強さ（㎏／㎠） 

    Ｍmax：最大回転モーメント（㎏／㎝） 

    Ｄ  ：十字翼の幅（㎝） 

    Ｈ  ：十字翼の高さ（㎝） 

３ 成果品 

提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）調査位置案内図、調査位置平面図 

（２）深度とせん断強さの関係 

 

字句の改正 

 

字句の追加 

 

 

字句の改正 

  〃 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

字句の改正 

 

字句の追加 

 

字句の改正 

 

 

 

字句の追加、改正 

字句の改正 

  〃 

  〃 

 

 

 

字句の改正 

Ｍmax 

 

Ｔmax 

 
τ 
 

Sfv 
 
 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－7－ 

２－５－５ スクリューウエイト貫入試験（スウェーデン式サウンディング試験） 

１ 目  的 

スクリューウエイト貫入試験（スウェーデン式サウンディング試験）は、比較的浅い原位置地盤に

おける土の静的貫入抵抗を測定し、土層の硬軟若しくは締まり具合または土層の構成を判定すること

を目的とする。 

２ 試験等 

（１）試験方法及び器具は、JIS A 1221スクリューウエイト貫入試験（スウェーデン式サウンディン

グ試験）方法によるものとする。 

（２）試験中、スクリューポイントの抵抗と貫入中の摩擦音等により土質を推定し、可能な場合は、

土質名とその深度を記録するものとする。 

（３）試験中、目的の深度まで達する前に、礫などにあたり試験が不可能になった場合は、業務担当

員と協議するものとする。 

（４）試験終了後は、地下水が認められた場合は、可能な限り水位を測定し記録しなければならない。 

３ 成果品 

提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）調査位置案内図、調査位置平面図・土質または地質断面図（着色を含む。） 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙及び報告書用紙を使用して、JIS A 1221スクリューウエイト

貫入試験（スウェーデン式サウンディング試験）方法に準拠して整理し提出するものとする。 

 

２－６ その他の原位置試験 

２－６－１ 孔内載荷試験 

【省略】 

 

２－６－４ 現場透水試験 

１ 目  的 

現場透水試験は、揚水または注水時の流用や水位を測定し、地盤の原位置における透水係数及び平

衡水位（地下水位）を求めることを目的とする。 

２ 試験等 

試験方法及び器具は、JGS 1314 単孔を利用した透水試験方法によるものとする。 

３ 成果品 

提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）報告書（試験箇所、深さ、試験方法、測定値） 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS1614により整理し提出するものとする。 

 

２－５－５ スウェーデン式サウンディング試験 

１ 目  的 

スウェーデン式サウンディング試験は、比較的浅い原位置地盤における土の静的貫入抵抗を測定し、

土層の硬軟若しくは締まり具合または土層の構成を判定することを目的とする。 

 

２ 試験等 

（１）試験方法及び器具は、JIS A 1221スウェーデン式サウンディング試験方法によるものとする。 

 

（２）試験中、スクリューポイントの抵抗と貫入中の摩擦音等により土質を推定し、可能な場合は、

土質名とその深度を記録するものとする。 

（３）試験中、目的の深度まで達する前に、礫等にあたり試験が不可能になった場合は、業務担当員

と協議するものとする。 

（４）試験終了後は、地下水が認められた場合は、可能な限り水位を測定し記録しなければならない。 

３ 成果品 

提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）調査位置案内図、調査位置平面図・土質または地質断面図（着色を含む。） 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙及び報告書用紙を使用して、JIS A 1221スウェーデン式サウ

ンディング試験方法に準拠して整理し提出するものとする。 

 

２－６ その他の原位置試験 

２－６－１ 孔内載荷試験 

【省略】 

 

２－６－４ 現場透水試験 

１ 目  的 

現場透水試験は、揚水または注水時の流用や水位を測定し、地盤の原位置における透水係数及び平

衡水位（地下水位）を求めることを目的とする。 

２ 試験等 

試験方法及び器具は、JGS 1314 単孔を利用した透水試験方法によるものとする。 

３ 成果品 

提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）報告書（試験箇所、深さ、試験方法、測定値） 

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙を使用して整理し提出するものとする。 

 

字句の改正 

 

字句の改正 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－8－ 

２－７ 解析等調査業務 

２－７－１ 目  的 

【省略】 

 

２－７－７ 提出成果品 

現地調査結果、ボーリング柱状図、地質または土質断面図及び業務内容の検討結果を報告書として 

とりまとめ、電子媒体に格納するものとする。 

 

２－８ 弾性波探査 

２－８－１ 目的及び適用範囲 

【省略】 

 

２－８－５ 成 果 品 

提出する成果品は、次のとおりとする。なお、解析図については、下記縮尺図の他、与えられた図

面についても作図するものとする。 

（１）調査報告書 

（解析業務を伴う場合は、工事に対する意見を付して納品する。） 

【省略】 

 

２－11 地すべり解析 

２－11－１ 地すべり解析 

【省略】 

 

２－11－４ 成 果 品 

提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）報告書（工事に関する意見を付して納品する。） 

【省略】 

 

２－14 地下水検層 

２－14－１ 地下水追跡調査 

１ 準  備 

【省略】 

４ 成果品 

 提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）報告書（工事に対する意見を付して納品する。） 

【省略】 

 

２－７ 解析等調査業務 

２－７－１ 目  的 

【省略】 

 

             

                                                

                       

 

２－８ 弾性波探査 

２－８－１ 目的及び適用範囲 

【省略】 

 

２－８－５ 成 果 品 

提出する成果品は、次のとおりとする。なお、解析図については、下記縮尺図の他、与えられた図

面についても作図するものとする。 

（１）調査報告書 

（解析業務を伴う場合は、工事に対する意見を付して印刷製本するものとする。） 

【省略】 

 

２－11 地すべり解析 

２－11－１ 地すべり解析 

【省略】 

 

２－11－４ 成 果 品 

提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）報告書（工事に関する意見を付して印刷製本するものとする。） 

【省略】 

 

２－14 地下水検層 

２－14－１ 地下水追跡調査 

１ 準  備 

【省略】 

４ 成果品 

 提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）報告書（工事に対する意見を付して印刷製本するものとする。） 

【省略】 

 

 

 

 

 

字句の追加 

  〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－9－ 

２－16 電気探査 

２－16－１ 測点の配置及び測定深度 

【省略】 

 

２－16－５ 成 果 品 

提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）調査報告書 

（解析業務を伴う場合は、工事に対する意見を付して納品する。） 

【省略】 

 

２－27 様式及び表示記号 

２－27－１ 様  式 

様式は、調査項目に応じて、様式－１～様式－26によるものとする。 

２－27－２ 表示記号 

１ 岩種及び土質分類による表示記号は、２－３ボーリング柱状図の作成・ボーリングコアの取扱い等

によるものとする。なお、試料図には必ず凡例を併記するものとする。 

２ 平面図に図示する地質構造記号は、様式－25により、また、調査別記号は、様式－26により記入す

るものとする。 

 

２－16 電気探査 

２－16－１ 測点の配置及び測定深度 

【省略】 

 

２－16－５ 成 果 品 

提出する成果品は、次のとおりとする。 

（１）調査報告書 

（解析業務を伴う場合は、工事に対する意見を付して印刷製本するものとする。） 

【省略】 

 

２－27 様式及び表示記号 

２－27－１ 様  式 

様式は、調査項目に応じて、様式－19～様式－26によるものとする。 

２－27－２ 表示記号 

１ 岩種及び土質分類による表示記号は、２－３ボーリング柱状図作成要領（案）によるものとする。

なお、試料図には必ず凡例を併記するものとする。 

２ 平面図に図示する地質構造記号は、様式－25により、また、調査別記号は、様式－26により記入す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

番号の改正 

 

字句の改正 

 

 

 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－10－ 

別表－１ 様式一覧表 

様式一覧表 

様式 № 名 称 備 考 頁 

様式－１ 弾性波探査野帳   

様式－２ 電気探査式地質調査記録野帳   

様式－３ 垂直・探査測定表   

様式－４ ボーリング調査記録野帳   

様式－５ 孔内水位観測記録表   

様式－６ 透水量試験表   

様式－７ コア箱規格表   

様式－８ 地盤傾斜変動図   

様式－９ 地盤傾斜測定量計算表   

様式－10 傾斜計測定記録野帳   

様式－11 地中内部ひずみ計測定表   

様式－12 
経日別・深度別歪量計算表 

（パイプひずみ傾斜量） 
  

様式－13 
経日別・深度別歪量変化表 

（パイプひずみ傾斜計） 
  

様式－14 パイプひずみ傾斜計測定記録野帳   

様式－15 地下水追跡試験採水、分析結果   

様式－16 地下水検層表   

様式－17 揚水試験測定記録表   

様式－18 孔内傾斜計データシート   

様式－19 
オーガボーリング（ピートサンプ

リング）による土質柱状図 
  

様式－20 土層断面成果図   

様式－21 調査現場写真の撮影記録   

様式－22 標準貫入試験の貫入抵抗断面図   

様式－23 ベーンテストせん断強度断面図   

様式－24 
ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式

ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）の貫入抵抗断面図 
  

様式－25 地質構造種別記号   

様式－26 調査項目別記号   

【省略】 

 

 

別表－１ 様式一覧表 

様式一覧表 

様式 № 名 称 備 考 頁 

様式－１ 弾性波探査野帳   

様式－２ 電気探査式地質調査記録野帳   

様式－３ 垂直・探査測定表   

様式－４ ボーリング調査記録野帳   

様式－５ 孔内水位観測記録表   

様式－６ 透水量試験表   

様式－７ コア箱規格表   

様式－８ 地盤傾斜変動図   

様式－９ 地盤傾斜測定量計算表   

様式－10 傾斜計測定記録野帳   

様式－11 地中内部ひずみ計測定表   

様式－12 
経日別・深度別歪量計算表 

（パイプひずみ傾斜量） 
  

様式－13 
経日別・深度別歪量変化表 

（パイプひずみ傾斜計） 
  

様式－14 パイプひずみ傾斜計測定記録野帳   

様式－15 地下水追跡試験採水、分析結果   

様式－16 地下水検層表   

様式－17 揚水試験測定記録表   

様式－18 孔内傾斜計データシート   

     
                

             
  

               

                   

                      

                      

     
                  

               
  

                

               

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の追加 
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－11－ 

           

 

 

 

                      〔削除〕 

 

 

 

 

 

【省略】 

 

別表－２ 様式一覧表 

様式一覧表 

様式 № 名 称 備 考 頁 

様式－19 
オーガボーリング（ピートサンプ

リング）による土質柱状図 
  

様式－20 土層断面成果図   

様式－21 調査現場写真の撮影記録   

様式－22 標準貫入試験の貫入抵抗断面図   

様式－23 ベーンテストせん断強度断面図   

様式－24 
スウェーデン式サウンディング 

の貫入抵抗断面図 
  

様式－25 地質構造種別記号   

様式－26 調査項目別記号   

【省略】 

 

 

表の削除 

（別表－１に移項） 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－12－ 

 

 

 
 

 

 

様式－24 ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）の貫入抵抗断面図 

ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）の貫入抵抗断面図 

 

調査名  調査地区名  試験者  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【省略】 

様式－24 スウェーデン式サウンディングの貫入抵抗断面図 

スウェーデン式サウンディングの貫入抵抗断面図 

 

調査名  調査地区名  試験者  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【省略】 

字句の改正 

字句の改正 

凡 例 

０   ２   ４   ６   ８   10   12   14   16   18   20   22 
測点 

標高 

(ｍ) 
 
 

＋１ 

 

０ 

 

－１ 

 

－２ 

 

－３ 

 

－４ 

 

－５ 

 

－６ 

 

－７ 

 

－８ 

 

－９ 

 

－10 

 

－11 

 

－12 

(注) 1．縮尺は特記仕様書に示す。 

   2．凡例の図示は色別で行ってもよい。 

(調査地点相互が結べない場合) （例）(調査地点相互が結べる場合) 

№○ 
№○ 試験№○ 

地表 

０ 50 100 

０ 50 100 ｍ 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

7 

ｍ 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

7 

荷重 50㎏以下 

荷重 50㎏～100㎏まで 

荷重 100㎏で回転数 25回未満 

荷重 100㎏で回転数 25回以上 

岩盤推定線 

凡 例 

０   ２   ４   ６   ８   10   12   14   16   18   20   22 

岩盤推定線 

測点 

標高 

(ｍ) 
 
 

＋１ 

 

０ 

 

－１ 

 

－２ 

 

－３ 

 

－４ 

 

－５ 

 

－６ 

 

－７ 

 

－８ 

 

－９ 

 

－10 

 

－11 

 

－12 

(注) 1．縮尺は特記仕様書に示す。 

   2．凡例の図示は色別で行ってもよい。 

(調査地点相互が結べない場合) （例）(調査地点相互が結べる場合) 

№○ 
№○ 試験№○ 

地表 

０ 50 100 

０ 50 100 ｍ 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

7 

ｍ 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

7 

荷重 50㎏以下 

荷重 50㎏～100㎏まで 

荷重 100㎏で回転数 25回未満 

荷重 100㎏で回転数 25回以上 

岩盤推定線 
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第３章 骨材試験（参考資料） 

目  次 
 

３－１ 通  則 .............................................................  

３－１－１ 一般事項 .......................................................  

３－１－２ 管理試験 .......................................................  

３－２ 骨材の規格試験 .......................................................  

３－２－１ 含水比試験 .....................................................  

３－２－２ ふるい分け試験 .................................................  

３－２－３ 洗い試験 .......................................................  

３－２－４ 密度及び吸水率試験 .............................................  

３－２－５ すりへり  試験 ...............................................  

３－２－６ 安定性試験 .....................................................  

３－２－７ 突固め試験 .....................................................  

３－２－８ 修正ＣＢＲ試験 .................................................  

３－２－９ 設計ＣＢＲ試験 .................................................  

３－２－10 火山灰の強熱減量試験 ...........................................  

３－２－11 情報の提供 .....................................................  

 

第３章 骨材試験（参考資料） 

目  次 
 

３－１ 通  則 ............................................................  

３－１－１ 一般事項 ......................................................  

３－１－２ 管理試験 ......................................................  

３－２ 骨材の規格試験 ......................................................  

３－２－１ 含水量試験 ....................................................  

３－２－２ ふるい分け試験 ................................................  

３－２－３ 洗い試験 ......................................................  

３－２－４ 比重、吸水量試験 ..............................................  

３－２－５ すりへり減量試験 ..............................................  

３－２－６ 安定性試験 ....................................................  

３－２－７ 突固め試験 ....................................................  

３－２－８ 修正ＣＢＲ試験 ................................................  

３－２－９ 設計ＣＢＲ試験 ................................................  

３－２－10 火山灰の強熱減量試験 ..........................................  

３－２－11 情報の提供 ....................................................  
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第３章 骨材試験（参考資料） 
３－１ 通  則 

３－１－１ 一般事項 

この資料は路盤用骨材として用いる切込砂利、切込砕石、切込砂利砕石、鉱滓等の粗粒材料及び火

山灰、砂等の細粒材料についての品質を管理（規定）するための試験に適用する。試料は、特に指定

した場合を除いて、全て乱した試料によるものとする。運搬管理に当たっては、極端な熱変化や異物

の混入をさけなければならない。 

３－１－２ 管理試験 

骨材試験とは下記の種類である。 

試験の種類 試験方法 
試験の

回 数 
１試料当りの試験個数 

含水比試験 JIS A 1203 １ ３ケ調整 

ふるい分け試験 
アスファルト舗装要綱 

JIS A 1102参照 
１ 最大粒径により１回調整 

洗い試験 JIS A 1103 １ ３ケ調整 

密度及び吸水率試験 
JIS A 1109 

JIS A 1110 
１ ２ケ調整 

すりへり  試験 JIS A 1121 １ 使用する表により１回分調整 

安定性試験 JIS A 1122 １ 使用する表により１回分調整 

突固め試験 JIS A 1210 １ 
締固め曲線をかけるだけの必要な個数

（５～７点分）３層突固め回数各層 

修正ＣＢＲ試験 アスファルト舗装要綱 １ 19、42、92 各３ケ調整 

設計ＣＢＲ試験 アスファルト舗装要綱 １ 42、92各層 67回 各３ケ調整 

火山灰の強熱減量試験 
農業土木工事施工管理 

基準 
１ 42、92各層 67回 ３ケ調整 

 

 

第３章 骨材試験（参考資料） 
３－１ 通  則 

３－１－１ 一般事項 

この資料は路盤用骨材として用いる切込砂利、切込砕石、切込砂利砕石、鉱滓等の粗粒材料及び火

山灰、砂等の細粒材料についての品質を管理（規定）するための試験に適用する。試料は、特に指定

した場合を除いて、全て乱した試料によるものとする。運搬管理に当たっては、極端な熱変化や異物

の混入をさけなければならない。 

３－１－２ 管理試験 

骨材試験とは下記の種類である。 

試験の種類 試験方法 
試験の

回 数 
１試料当りの試験個数 

含水量試験 JIS A 1203 １ ３ケ調整 

ふるい分け試験 
アスファルト舗装要綱 

JIS A 1102参照 
１ 最大粒径により１回調整 

洗い試験 JIS A 1103 １ ３ケ調整 

比重吸水量試験 
JIS A 1109 

JIS A 1110 
１ ２ケ調整 

すりへり減量試験 JIS A 1121 １ 使用する表により１回分調整 

安定性試験 JIS A 1122 １ 使用する表により１回分調整 

突固め試験 JIS A 1210 １ 
締固め曲線をかけるだけの必要な個数

（５～７点分）３層突固め回数各層 

修正ＣＢＲ試験 アスファルト舗装要綱 １ 19、42、92 各３ケ調整 

設計ＣＢＲ試験 アスファルト舗装要綱 １ 42、92各層 67回 各３ケ調整 

火山灰の強熱減量試験 
農業土木工事施工管理 

基準 
１ 42、92各層 67回 ３ケ調整 
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３－２ 骨材の規格試験 

３－２－１ 含水比試験 

含水比試験は JIS A 1203土の含水比試験方法に規定する方法に従って行う。 

３－２－２ ふるい分け試験 

【省略】 

 

３－２－４ 密度及び吸水率試験 

密度及び吸水率試験は JIS A 1109細骨材の密度及び吸水率試験方法、JIS A 1110粗骨材の密度及び

吸水率試験方法に規定する方法に従って行うものとするが、粗骨材の試料は４分法により金属網ふる

い 13㎜を通過し５㎜ふるいに残留する粒度であって、その全量は約２㎏とする。結果については、２

個の算術平均をもって密度及び吸水率とする。 

 
３－２－５ すりへり  試験 

すりへり  試験は、JIS A 1121ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法に規定する

方法に従って行うものとするが、試料は 13mmふるいを通過し５㎜ふるいに残留するものであって、そ

の全量は 5,000±10ｇとする。試験に用いる鋼球は８個で、その全質量は 3,300±20ｇとする。なお、

試験機器の回転速度は毎分 30～33回とし、回転数は 500回とする。 

【省略】 

 

３－２ 骨材の規格試験 

３－２－１ 含水量試験 

含水量試験は JIS A 1203土の含水比試験方法に規定する方法に従って行う。 

３－２－２ ふるい分け試験 

【省略】 

 

３－２－４ 比重、吸水量試験 

比重及び吸水量試験は JIS A 1109 細骨材の密度及び吸水率試験方法、JIS A 1110 粗骨材の密度及

び吸水率試験方法に規定する方法に従って行うものとするが、粗骨材の試料は４分法により金属網ふ

るい 13㎜を通過し５㎜ふるいに残留する粒度であって、その全量は約２㎏とする。結果については、

２個の算術平均をもって比重及び吸水量とする。 

 
３－２－５ すりへり減量試験 

すりへり減量試験は、JIS A 1121ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法に規定する

方法に従って行うものとするが、試料は 13mmふるいを通過し５㎜ふるいに残留するものであって、そ

の全量は 5,000±10ｇとする。試験に用いる鋼球は８個で、その全質量は 3,300±20ｇとする。なお、

試験機器の回転速度は毎分 30～33回とし、回転数は 500回とする。 

【省略】 
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第２章 補償物件調査 

目  次 
 

２－１ 通  則 ...........................................................  

  【省略】 

別表－１ 様式一覧表 .......................................................  

様式２－1 建物の登記記録調査表（一覧） ..................................  

様式２－２ 建物の登記記録調査表（個表） .................................  

様式２－３ 権利者調査表 .................................................  

様式２－４ 土地履歴調査報告書 ...........................................  

様式２－５ 立毛調査表 ...................................................  

                                      

                                           

                                           

様式２－６ 居住者等調査表（その１・その２） .............................  

様式２－７ 企業概要書 ...................................................  

様式２－８ 移転工法（計画）案検討概要書 .................................  

様式２－９ 移転工法（計画）各案の比較表 .................................  

様式２－10 計画概要表（検討資料） .......................................  

様式２－11 計画概要表 ...................................................  

様式２－12 面積比較表 ...................................................  

様式２－13 計画概要比較表 ...............................................  

様式２－14 物件調書 .....................................................  

参 考 ...................................................................  

 

第２章 補償物件調査 

目  次 
 

２－１ 通  則 ..........................................................  

  【省略】 

別表－１ 様式一覧表 ......................................................  

様式２－1 建物の登記記録調査表（一覧） .................................  

様式２－２ 建物の登記記録調査表（個表） ................................  

様式２－３ 権利者調査表 ................................................  

様式２－４ 土地履歴調査報告書 ..........................................  

様式２－５ 立毛調査表 ..................................................  

様式２－６ 営業調査総括表（その１・その２） ............................  

様式２－７ 従業員調査表 ................................................  

様式２－８ 仕入先調査表 ................................................  

様式２－９ 居住者等調査表（その１・その２） ............................  

様式２－10 企業概要書 ..................................................  

様式２－11 移転工法（計画）案検討概要書 ................................  

様式２－12 移転工法（計画）各案の比較表 ................................  

様式２－13 計画概要表（検討資料） ......................................  

様式２－14 計画概要表 ..................................................  

様式２－15 面積比較表 ..................................................  

様式２－16 計画概要比較表 ..............................................  

様式２－17 物件調書 ....................................................  

参 考 ..................................................................  
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第２章 補償物件調査 
２－１ 通  則 

【省略】 

 

２－５ 営業その他の調査 

２－５－１ 調  査 

１ 営業その他の調査 

営業その他の調査は、営業、居住者等及び動産に関する調査をいう。 

２ 営業に関する調査 

営業に関する調査は、営業補償調査算定要領（令和 3年 5月 17日付け施管第 226号）（以下「営業

要領」という。）により行うものとする。 

              

                           

                                      

         

                   

                            

                             

              

     

                                 

                              

             

                                         

                

                                       

                                             

                                  

                                             

            

                                          

             

                                  

             

                        

                      

第２章 補償物件調査 
２－１ 通  則 

【省略】 

 

２－５ 営業その他の調査 

２－５－１ 調  査 

１ 営業その他の調査 

営業その他の調査は、営業、居住者等及び動産に関する調査をいう。 

２ 営業に関する調査 

法人が営業主体である場合の営業に関する調査は、補償額の算定に必要となる次の各号に掲げる

事項について行うものとする。 

（１）営業主体に関するもの 

（ａ）法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日 

（ｂ）移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日 

（ｃ）資本金の額 

（ｄ）法人の組織（支店等及び子会社） 

（ｅ）移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金 

（ｆ）移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係 

（２）業務内容に関するもの 

（ａ）業種 

（ｂ）移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目 

（ｃ）原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先（得意先） 

（ｄ）品目等別の売上構成 

（ｅ）必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写を収集する。 

（３）収益及び経費に関するもの 

営業調査表の各項目を記載するために必要とする次の書面又は簿冊の写を収集する。 

（ａ）直近３か年の事業年度の確定申告書（控）（写）であって税務署受付印のあるものとする。 

（ｂ）直近３か年の事業年度の損益計算書（写）及び貸借対照表（写） 

（ｃ）直近１年の事業年度の総勘定元帳（写）及び固定資産台帳（写）。特に必要と認める場合は

直近３か年とする。 

（ｄ）直近１年の事業年度の次の帳簿（写）。特に必要と認める場合は直近３か年とする。 

（ア）正規の簿記の場合 

 売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳及び預金出納帳 

（イ）簡易簿記の場合 

 現金出納帳、売掛帳、買掛帳及び経費帳 

（４） その他補償額の算定に必要となるもの 
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３ 居住者等に関する調査 

居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

（１）氏名、住所（建物番号及び室番号） 

（２）居住者の家族構成（氏名及び生年月日） 

（３）住居の占有面積及び使用の状況 

（４）居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他の契約条件、

契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間 

（５）その他必要と認められる事項 

４ 居住以外の目的で建物を借用している者に対しては、前項各号に掲げる事項に準じて調査するもの

とする。 

５ 前２項の調査は、賃貸借契約書、住民票等により行うものとする。 

６ 動産に関する調査 

動産に関する調査は、動産移転料調査算定要領（平成30年4月10日付け施管第52号）（以下「動産要

領」という。）により行うものとする。 

２－５－２ 調査書等の作成 

         

                                             

                     

                  

                 

                 

                  

                    

１ 営業に関する調査書 

  営業に関する調査書は、２－５－１－２の調査結果を基に営業要領により作成するものとする。 

 ２ 居住者に関する調査書 

   居住者に関する調査書は、２－５－１－３の調査結果を基に居住者調査表（様式２－６）に所定の

事項を記載することにより作成するものとする。 

３ 動産に関する調査書 

   動産に関する調査書は、２－５－１－６の調査結果を基に動産要領により作成するものとする。 

３ 個人が営業主体である場合の営業に関する調査は、前項に準じて行うものとする。 

４ 仮営業所に関する調査を指示されたときは、次の各号による調査を行うものとし、調査の結果、仮

営業所として適当なものが存しないと認めるときは、その旨を業務担当員に報告するものとする。 

（１）仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 

（２）仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 

（３）仮設組立建物等の資材のリースに関する資料 

５ 居住者等に関する調査 

居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

（１）氏名、住所（建物番号及び室番号） 

（２）居住者の家族構成（氏名及び生年月日） 

（３）住居の占有面積及び使用の状況 

（４）居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他の契約条件、

契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間 

                 

６ 居住以外の目的で建物を借用している者に対しては、前項各号に掲げる事項に準じて調査するも

のとする。 

                                

７ 動産に関する調査 

動産に関する調査は、動産移転料調査算定要領（平成30年4月10日付け施管第52号）（以下「動産

要領」という。）により行うものとする。 

２－５－２ 調査書等の作成 

１ 調査書の作成 

２－５－１－２から２－５－１－７の調査に係る調査書は、次に掲げる調査表に所定の事項を記

載することにより作成するものとする。 

（１）営業調査総括表（様式２－６） 

（２）従業員調査表（様式２－７） 

（３）仕入先調査表（様式２－８） 

（４）居住者等調査表（様式２－９） 

（５）動産調査表（動産要領様式第 1号） 

            

                                             

             

                                                

                         

            

                                              

 

字句の削除 

  〃 

 

字句の削除 

  〃 

  〃 

番号の改正 

 

 

 

 

 

 

字句の追加 

番号の改正 

 

字句の追加 

番号の改正 

 

 

 

字句の削除 

  〃 

 

字句の削除 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

字句の追加 

  〃 

  〃 

  〃 

 

字句の追加 

  〃 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－4－ 

２－５－３ 算  定 

１ 補償額の算定 

営業に関する補償額の算定は、２－５－２で作成した資料を基に営業要領により行うものとする。 

この場合において、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該委託契約の対象とされていないときは、

これらの移転工法の指示を得た上で、行うものとする。 

 

                                               

                  

２ 動産移転料の算定は、２－５－２―３で作成した調査書を基に動産移転料調査算定要領等運用申し

合せ（平成 31 年４月 22日付け施管第 157号）（以下「動産申し合せ」という。）により行うものと

する。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認め

られるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。 

３ 建物等の移転等に伴い通常生ずる損失については、必要な項目について業務担当員と協議し動産申

し合せにより算定するものとする。 

 

 

２－５－３ 算  定 

１ 補償額の算定 

営業に関する補償額の算定は、動産移転料調査算定要領等運用申し合せ（平成 31 年４月 22 日付

け施管第 157号）（以下「動産申し合せ」という。）のほか、業務担当員から営業補償の方法につき指

示を受け行うものとする。また、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該委託契約の対象とされ

ていないときは、これらの移転工法の指示を得た上で、行うものとする。 

２ 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、仮営業所の設置方法について業務担

当員の指示を受けるものとする。 

３ 動産移転料の算定は、２－５－２－１（５）で作成した調査書を基に動産申し合せにより行うもの

とする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認

められるものについては、専門業者の見積を徴するものとする。 

 

４ 建物等の移転等に伴い通常生ずる損失については、必要な項目について業務担当員と協議し動産

申し合せにより算定するものとする。 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

字句の削除 

 

番号、字句の改正 

 

 

 

番号の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－5－ 

２－６ 予備調査 

２－６－１ 調  査 

【省略】 

 

２－６－２ 調査書等の作成 

１ 企業概要書 

企業内容等の調査書は、２－６－１－２の調査結果を基に企業概要書（様式２－７）を用いて、作

成するものとする。 

２ 配置図 

【省略】 

４ 移転計画案の作成 

予備調査に係る工場等の移転計画案は、２－６－１－２から２－６－１－９の調査結果を基に、次

の各号に掲げる内容で２または３案作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先

地として運用方針第 15第１（４）第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものと

する。 

（１）製品等の製造（加工）工程または商品等の流れ（図式化したもの）の変更計画 

（２）建物（残地内での関連移転または残地外の土地への移転を必要とするものを含む。）、機械設

備等の移転計画 

（３）照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要 

（４）建物、機械設備等の移転工程表 

（５）移転計画図（縮尺 500分の 1または 1,000分の 1） 

（６）移転工法（計画）案検討概要書（様式２－８） 

（７）移転工法（計画）各案の比較表（様式２－９） 

５ 前項の検討に当たり、照応建物の推定再建築費は概算額によるものとし、次の各号に掲げるものの

ほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。 

（１）照応建物についての計画概要表（様式２－10、２－11） 

（２）面積比較表（様式２－12） 

（３）平面（間取り）の各案についての計画概要比較表（様式２－13） 

【省略】 

 

２－６ 予備調査 

２－６－１ 調  査 

【省略】 

 

２－６－２ 調査書等の作成 

１ 企業概要書 

企業内容等の調査書は、２－６－１－２の調査結果を基に企業概要書（様式２－10）を用いて、作

成するものとする。 

２ 配置図 

【省略】 

４ 移転計画案の作成 

予備調査に係る工場等の移転計画案は、２－６－１－２から２－６－１－９の調査結果を基に、次

の各号に掲げる内容で２または３案作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転

先地として運用方針第 15第１（４）第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うも

のとする。 

（１）製品等の製造（加工）工程または商品等の流れ（図式化したもの）の変更計画 

（２）建物（残地内での関連移転または残地外の土地への移転を必要とするものを含む。）、機械設

備等の移転計画 

（３）照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要 

（４）建物、機械設備等の移転工程表 

（５）移転計画図（縮尺 500分の 1または 1,000分の 1） 

（６）移転工法（計画）案検討概要書（様式２－11） 

（７）移転工法（計画）各案の比較表（様式２－12） 

５ 前項の検討に当たり、照応建物の推定再建築費は概算額によるものとし、次の各号に掲げるもの

のほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。 

（１）照応建物についての計画概要表（様式２－13、２－14） 

（２）面積比較表（様式２－15） 

（３）平面（間取り）の各案についての計画概要比較表（様式２－16） 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

番号の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の改正 

  〃 

 

 

番号の改正 

  〃 

  〃 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－6－ 

２－７ 移転工法案の検討 

２－７－１ 調  査 

【省略】 

 

２－７－２ 調査書等の作成 

１ 企業概要書 

企業内容等の調査書は、２－７－１－２の調査結果を基に企業概要書（様式２－７）を用いて、作

成するものとする。 

【省略】 

３ 移転工法案の作成 

大規模工場等の移転工法案は、２－４－１－３から２－４－１－14まで、２－４－１－16、２－

７－１－２及び２－７－１－３の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で２または３案を作成す

るものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として運用方針第 15第１（４）第一号

から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。 

（１）製品等の製造（加工）工程または商品等の流れ（図式化したもの） 

（２）建物（残地内での関連移転または残地外の土地への移転を必要とするものを含む。）、機械設

備等の移転計画 

（３）照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要 

（４）建物、機械設備等の移転工程表 

（５）移転計画図（縮尺 500分の 1または 1，000分の 1） 

（６）移転工法（計画）案検討概要書（様式２－８） 

（７）移転工法（計画）各案の比較表（様式２－９） 

４ 前項の検討に当たり照応建物の推定建築費は、概算額によるものとし、次の各号に掲げるもののほ

か、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。なお、業務担当員

から、当該照応建物の詳細な設計による推定再建築費の積算を指示された場合は、これに必要な図面

を作成し、積算するものとする。 

（１）照応建物についての計画概要表（様式２－10、２－11） 

（２）面積比較表（様式２－12） 

（３）平面（間取り）の各案についての計画概要比較表（様式２－13） 

【省略】 

 

２－10 物件調書の作成 

２－10－１ 物件調書の作成 

受託者は、２－４ 建物等の調査及び２－５ 営業その他の調査に定める業務の成果により物件調書

（様式２－14）を作成するものとする。 

 

 

２－７ 移転工法案の検討 

２－７－１ 調  査 

【省略】 

 

２－７－２ 調査書等の作成 

１ 企業概要書 

企業内容等の調査書は、２－７－１－２の調査結果を基に企業概要書（様式２－10）を用いて、作

成するものとする。 

【省略】 

３ 移転工法案の作成 

大規模工場等の移転工法案は、２－４－１－３から２－４－１－14 まで、２－４－１－16、２

－７－１－２及び２－７－１－３の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で２または３案を作

成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として運用方針第 15第１（４）

第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。 

（１）製品等の製造（加工）工程または商品等の流れ（図式化したもの） 

（２）建物（残地内での関連移転または残地外の土地への移転を必要とするものを含む。）、機械設

備等の移転計画 

（３）照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要 

（４）建物、機械設備等の移転工程表 

（５）移転計画図（縮尺 500分の 1または 1，000分の 1） 

（６）移転工法（計画）案検討概要書（様式２－11） 

（７）移転工法（計画）各案の比較表（様式２－12） 

４ 前項の検討に当たり照応建物の推定建築費は、概算額によるものとし、次の各号に掲げるものの

ほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。なお、業務担当

員から、当該照応建物の詳細な設計による推定再建築費の積算を指示された場合は、これに必要な

図面を作成し、積算するものとする。 

（１）照応建物についての計画概要表（様式２－13、２－14） 

（２）面積比較表（様式２－15） 

（３）平面（間取り）の各案についての計画概要比較表（様式２－16） 

【省略】 

 

２－10 物件調書の作成 

２－10－１ 物件調書の作成 

受託者は、２－４ 建物等の調査及び２－５ 営業その他の調査に定める業務の成果により物件調

書（様式２－17）を作成するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の改正 

  〃 

 

 

 

 

番号の改正 

  〃 

  〃 

 

 

 

 

 

番号の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－7－ 

２－11 写真台帳の作成 

２－11－１ 写真台帳の作成 

１ 受託者は、２－４建物等の調査、２－５営業その他の調査、２－６予備調査及び２－７移転工法案

の検討に定める調査等と併せて次の各号に定めるところにより写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳

（様式（参考））を作成するものとする。 

【省略】 

３ 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認めら

れる事項を明記し、写真撮影に従事した者の氏名を記載するものとする。 

【省略】 

 

別表－１ 様式一覧表 

様式一覧表 

様 式 № 名 称 備 考 

様式２－１ 建物の登記記録調査表（一覧）  

様式２－２ 建物の登記記録調査表（個表）  

様式２－３ 権利者調査表  

様式２－４ 土地履歴調査報告書  

様式２－５ 立毛調査表  

                              

                      

                      

様式２－６ 居住者等調査表 その１・その２ 

様式２－７ 企業概要書  

様式２－８ 移転工法（計画）案検討概要書  

様式２－９ 移転工法（計画）各案の比較表  

様式２－10 計画概要表（検討資料）  

様式２－11 計画概要表  

様式２－12 面積比較表  

様式２－13 計画概要比較表  

様式２－14 物件調書  

参  考 写真台帳  

【省略】 

 

２－11 写真台帳の作成 

２－11－１ 写真台帳の作成 

１ 受託者は、２－４建物等の調査、２－５営業その他の調査、２－６予備調査及び２－７移転工法案

の検討に定める調査等と併せて次の各号に定めるところにより写真を撮影し、所有者ごとに写真台

帳（様式（参考））を作成するものとする。 

【省略】 

３ 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認め

られる事項を明記し、写真撮影に従事した者の記名押印をするものとする。 

【省略】 

 

別表－１ 様式一覧表 

様式一覧表 

様 式 № 名 称 備 考 

様式２－１ 建物の登記記録調査表（一覧）  

様式２－２ 建物の登記記録調査表（個表）  

様式２－３ 権利者調査表  

様式２－４ 土地履歴調査報告書  

様式２－５ 立毛調査表  

様式２－６ 営業調査総括表 その１・その２ 

様式２－７ 従業員調査表  

様式２－８ 仕入先調査表  

様式２－９ 居住者等調査表 その１・その２ 

様式２－10 企業概要書  

様式２－11 移転工法（計画）案検討概要書  

様式２－12 移転工法（計画）各案の比較表  

様式２－13 計画概要表（検討資料）  

様式２－14 計画概要表  

様式２－15 面積比較表  

様式２－16 計画概要比較表  

様式２－17 物件調書  

参  考 写真台帳  

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、字句の削除

及び番号の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－8－ 

                        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      〔削除〕 

様式２－６ 営業調査総括表（その１・その２） 

様式２－６（その１） 

営業調査総括表（１） 

調査番号  調査期間  調査担当者名  

名 称 

 法人 

個人 

 青・白 

代表 

者名 
 住 所 

 

 

（  ） 

営 業 種 目  設 立 年 月 日  資本金  

所 属 

(組合・団体)名 

 
従 業 員 数  売場面積等  

移
転
対
象

地 

営 業 所 名  所 在 地   

営 業 種 目 
 製 品 の 許 

認 可 等 
 従業員数 

 

本
支
店
の
関
連
度(

組
織
図
） 

 

所 

得 

申 

告 

書 

年別 

資料 

出所先 年 年 年 

主
な
販
売
又
は
製
造
品
目 

主な販売 

製造品目 

主な 

仕入れ先 

主な 

販売先 

売上構成 

品 目 構成比(%) 

税 務 署 円 円 円   

 

 

 

（ 軒） 

 

 

 

 

（ 軒） 

  

税務事務所      

市 町 村      

所 

得 

額 

の 

計 
算 

年別 

項目 

 

年 

 

年 

 

年 
摘   要 

総売上高 円 円 円  

期末棚卸高     

当期製造原価     

当期仕入額     

期首棚卸高     

売買差益     

営業費     

差引所得額     

売
上
高
の
概
略
調
査 

商品の回転率によるもの 

（年間在庫高が平均している場合） 
平均在庫高（  円）年平均回転率（  ％） 

従業員数によるもの 

（従業員の数により売上高が左右される場合） 
1 人 1 か月（又は 1 日）平均売上高（  円） 

売場面積によるもの 

（売場面積により売上高が左右される場合） 
1 か月平均（  ㎡）当たり売上高（  円） 

客数によるもの 

（1人の料金又は購買額がほぼ同一の場合） 

1 か月（又は 1日）平均客数（  人） 

             料金等（  円） 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とする。 

 

様式の削除 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－9－ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      〔削除〕 

様式２－６（その２） 

営業調査総括表（２） 

販
売
方
法
等 

販
売
方
法 

店 舗 ％ 代
金
決
済
方
法 

現 金 ％ 
販 

売 

先 

道 内 ％ 

外 交  売 掛  地 方  

通 信  月 賦  輸 出  

そ の 他  そ の 他  そ の 他  

得意先 

の状況 
売上に占める地元固定客の割合(  ％) 

営業の季節 

的 変 動 

売上の多い時期 （  月～  月） 

売上の少ない時期（  月～  月） 

一
般
管
理
費
・
販
売
費
等 

営  業  費  明  細 営 業 用 固 定 経 費 明 細 

科 目 金 額 摘 要 科 目 金 額 摘 要 

給 料 ・ 手 当 円  公 租 公 課 円  

荷 造 ・ 運 賃   基 本 料 金   

消 耗 品 費   減 価 償 却 費   

水 道 光 熱 費   維 持 管 理 費   

宣 伝 広 告 費   法 定 福 利 費   

通信・交通費   宣 伝 広 告 費   

接 待 交 際 費   諸 組 合 費   

福 利 厚 生 費      

修 繕 費      

公 租 公 課      

      

そ の 他   そ の 他   

計   計   

営
業
用
資
産 

固  定  資  産 流  動  資  産 

現 在 価 格 の 総 額 
売却・取り壊し処分・ 

スクラップ価格の総額 
現 在 価 格 の 総 額 売 却 価 格 の 総 額 

円 円 円 円 

主な取引金融総額  

労働協約等の内容 

労 働 協 約  あ り ・ な し  

就 業 規 則  あ り ・ な し  

雇 用 契 約  あ り ・ な し  

そ の 他  

立 地 条 件 等 

立 地 条 件  

地 域 的 特 性  

そ の 他  

そ の 他  

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とする。 

 

様式の削除 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－10－ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      〔削除〕 

様式２－７ 従業員調査表 

従 業 員 調 査 表 

従業員氏名 性別 年齢 職 種 １箇月の平均賃金 摘 要 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とする。 

 

様式の削除 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－11－ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      〔削除〕 

様式２－８ 仕入先調査表 

仕 入 先 調 査 表 

仕入先名称 所 在 品 名 金 額 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とする。 

 

様式の削除 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－12－ 

様式２－６ 居住者等調査表（その１・その２） 

【省略】 

様式２－７ 企業概要書 

【省略】 

様式２－８ 移転工法（計画）案検討概要書 

【省略】 

様式２－９ 移転工法（計画）各案の比較表 

【省略】 

様式２－10 計画概要表（検討資料） 

【省略】 

様式２－11 計画概要表 

【省略】 

様式２－12 面積比較表 

【省略】 

様式２－13 計画概要比較表 

【省略】 

様式２－14 物件調書 

【省略】 

 

様式２－９ 居住者等調査表（その１・その２） 

【省略】 

様式２－10 企業概要書 

【省略】 

様式２－11 移転工法（計画）案検討概要書 

【省略】 

様式２－12 移転工法（計画）各案の比較表 

【省略】 

様式２－13 計画概要表（検討資料） 

【省略】 

様式２－14 計画概要表 

【省略】 

様式２－15 面積比較表 

【省略】 

様式２－16 計画概要比較表 

【省略】 

様式２－17 物件調書 

【省略】 

 

番号の改正 

  

番号の改正 

  

番号の改正 

  

番号の改正 

  

番号の改正 

  

番号の改正 

  

番号の改正 

  

番号の改正 

  

番号の改正 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

新 旧 対 照 表 

  

第５編 調査計画業務共通仕様書 
 

 

 

              第１章   総 則 

              第２章   調査計画 

              付表－１  調査計画業務フロー 

 

 

 
  



 

（白紙） 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－1－ 

第１章 総  則 

目  次 

１－１ 総  則 ...........................................................  

１－１－１ 適用範囲 

１－１－２ 用語の定義 

１－１－３ 受託者・委託者の責務 

１－１－４ 業務の着手 

１－１－５ 設計図書の支給及び点検 

１－１－６ 業務担当員 

１－１－７ 管理技術者 

１－１－８ （欠） 

１－１－９ 担当技術者 

１－１－10 提出書類 

１－１－11 打合せ等 .....................................................  

１－１－12 調査計画業務計画書 

１－１－13 調査・試験に対する協力 

１－１－14 資料等の貸与及び返却 

１－１－15 関係官公庁への手続等 

１－１－16 地元関係者との交渉等 

１－１－17 土地への立入り等 

１－１－18 成果品の提出 

１－１－19 関連法令及び条例の遵守 

１－１－20 検  査 

１－１－21 修  補 

１－１－22 条件変更 

１－１－23 契約変更 

１－１－24 委託期間の変更 

１－１－25 一時中止 

１－１－26 委託者の賠償責任 

１－１－27 受託者の賠償責任 

１－１－28 部分使用 

１－１－29 再 委 託 

１－１－30 成果品の使用等 

１－１－31 守秘義務 

１－１－32 現場管理と安全の確保 

１－１－33 履行報告 

１－１－34 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応 

第１章 総  則 

目  次 

１－１ 総  則 ..........................................................  

１－１－１ 適用範囲 ....................................................  

１－１－２ 用語の定義 ..................................................  

１－１－３ 受託者・委託者の責務 ........................................  

１－１－４ 業務の着手 ..................................................  

１－１－５ 設計図書の支給及び点検 ......................................  

１－１－６ 業務担当員 ..................................................  

１－１－７ 管理技術者 ..................................................  

１－１－８ （欠） ......................................................  

１－１－９ 担当技術者 ..................................................  

１－１－10 提出書類 ....................................................  

１－１－11 打合せ等 ....................................................  

１－１－12 調査計画業務計画書 ..........................................  

１－１－13 調査・試験に対する協力 ......................................  

１－１－14 資料等の貸与及び返却 ........................................  

１－１－15 関係官公庁への手続等 ........................................  

１－１－16 地元関係者との交渉等 ........................................  

１－１－17 土地への立入り等 ............................................  

１－１－18 成果品の提出 ................................................  

１－１－19 関連法令及び条例の遵守 ......................................  

１－１－20 検  査 ....................................................  

１－１－21 修  補 ....................................................  

１－１－22 条件変更 ....................................................  

１－１－23 契約変更 ....................................................  

１－１－24 委託期間の変更 ..............................................  

１－１－25 一時中止 ....................................................  

１－１－26 委託者の賠償責任 ............................................  

１－１－27 受託者の賠償責任 ............................................  

１－１－28 部分使用 ....................................................  

１－１－29 再 委 託 ....................................................  

１－１－30 成果品の使用等 ..............................................  

１－１－31 守秘義務 ....................................................  

１－１－32 現場管理と安全の確保 ........................................  

１－１－33 履行報告 ....................................................  

１－１－34 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応 ..................  

 

 

 

 

目次表記の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 設計業務共通仕様書 

１－１ 総則 による 

第２編 設計業務共通仕様書 

１－１ 総則 による 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－2－ 

１－１－35 個人情報の取扱い 

１－１－36 行政情報流出防止対策の強化 

１－１－37 特定外来生物（植物）について 

１－１－38 ワンデーレスポンス 

１－２ 調査計画業務 .......................................................  

１－２－１ 調査計画に関する一般事項 

１－２－２ 使用単位 

１－２－３ 使用する技術基準・図書等 

１－２－４ 現地踏査 

１－２－５ 調査計画業務の構成 ...........................................  

１－２－６ 調査計画業務の条件 

１－２－７ 環境配慮の条件 

１－２－８ 調査計画業務の成果 ...........................................  

１－２－９ 維持管理への配慮 

１－２－10 環境影響予測調査 

１－２－11 支障物件調査 

１－２－12 （欠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１－35 個人情報の取扱い ············································  

１－１－36 行政情報流出防止対策の強化 ··································  

１－１－37 特定外来生物（植物）について ................................  

１－１－38 ワンデーレスポンス ..........................................  

１－２ 調査計画業務 ......................................................  

１－２－８ 調査計画業務の成果 ..........................................  

１－２－９ 調査計画業務の構成 ..........................................  

                        

                

                                           

                     

                   

                                           

                  

                  

                

             

目次表記の改正 

第２編 設計業務共通仕様書 

１－１ 総則 による 

第２編 設計業務共通仕様書 

１－２ 設計業務 による 

第２編 設計業務共通仕様書 

１－２ 設計業務 による 

第２編 設計業務共通仕様書 

１－２ 設計業務 による 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－3－ 

第１章 総  則 
１－１ 総  則 

【省略】 

 

１－２ 調査計画業務 

第２編 設計業務共通仕様書「１－２設計業務」に準じる。（ただし、「１－２－５設計業務の内容」 

、「１－２－８設計業務の成果」及び「１－２－12 設計基本条件検討会」を除く。）この場合におい

て「設計業務」は「調査計画業務」と読み替える。 

また、「１－２－４現地踏査」「１－２－10環境影響予測調査」「１－２－11支障物件調査」の実施

については設計図書による。 

 

１－２－５ 調査計画業務の構成 

  調査計画業務は次頁の調査計画体系図で示す項目からなる。 

 

１－２－８ 調査計画業務の成果 

【省略】 

 

                 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総  則 
１－１ 総  則 

【省略】 

 

１－２ 調査計画業務 

第２編 設計業務共通仕様書「１－２設計業務」に準じる。（ただし、「１－２－５設計業務の内容」

及び「１－２－８設計業務の成果」                 を除く。）この場合におい

て「設計業務」は「調査計画業務」と読み替える。 

また、「１－２－４現地踏査」「１－２－10環境影響予測調査」「１－２－11支障物件調査」の実施

については設計図書による。 

 

                 

                               

 

１－２－８ 調査計画業務の成果 

【省略】 

 
１－２－９ 調査計画業務の構成 

 調査計画業務は次の調査計画体系図で示す項目からなる。 

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加、改正 

 

 

 

 

字句の追加 

  〃 

 

 

 

 

字句の削除 

  〃 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－4－ 

【調査計画体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

（様 式） 

様式１、２、３、５、６、７、８、９、10及び12については、第２編 設計業務共通仕様書の 

規定による。この場合において、「設計業務」は「調査計画業務」と読み替える。 

 

 

 

 

【調査計画体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

（様 式） 

様式１、２、３、５、６、７、８、９、10及び 12については、第２編 設計業務共通仕様書の 

規定による。この場合において、「設計業務」は「調査計画業務」と読み替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

体系図内、字句の 

改正 

地 域 調 査 

１ 概 況 調 査 

２ 農 村 調 査 

３ 地 域 踏 査 

２－１－１ 

（１）地域概況調査 

（２）営農概況調査 

 

（１）環境施設調査 

（２）地域活動調査 

 

（１）用水系統調査 

（２）排水系統調査 

（３）道路調査 

（４）耕地整備調査 

２－３－１ 

２－４－１ 

１ 重複整理 

２ 総費用算定 

３ 総便益算定 

４ 総括整理 

２－５－１ 

１ 概要表及び概要書等 

２ 添付図面 
＊右側の数字は、章－節－条項を示す。 

計 画 概 要 作 成 

営 農 計 画 

事業効果算定 

２－２－１ 

～２－２－13 

１ 現地調査 

   ・資料把握 

   ・現地調査 

２ 計画基準値決定 

３ 工種計画 

４ 基本設計 

５ 事業費の算定 

６ 成果資料作成 

工種計画調査 

工 種 一 覧 

 

農業生産基盤整備 

 ①用水施設（田） ２－２－２ 

 ②用水施設（畑） ２－２－３ 

 ③排水施設  ２－２－４ 

 ④農  道  ２－２－５ 

 ⑤区画整理（田） ２－２－６ 

 ⑥区画整理（畑） ２－２－７ 

 ⑦暗渠排水  ２－２－８ 

 ⑧土層改良  ２－２－９ 

農村生活環境整備 

 ⑨営農飲雑用水施設 ２－２－10 

 ⑩農村公園  ２－２－11 

 ⑪活性化施設  ２－２－12 

 ⑫環境管理施設  ２－２－13 

 

測 量 調 査 地 域 調 査 

１ 概 況 調 査 

２ 農 村 調 査 

３ 地 域 踏 査 

２－１－１ 

（１）地域概況調査 

（２）営農概況調査 

 

（１）環境施設調査 

（２）地域活動調査 

 

（１）用水系統調査 

（２）排水系統調査 

（３）道路調査 

（４）耕地整備調査 

２－３－１ 

２－４－１ 

１ 重複整理 

２ 総費用算定 

３ 総便益算定 

４ 総括整理 

２－５－１ 

１ 概要表及び概要書等 

２ 添付図面 
＊右側の数字は、章－節－条項を示す。 

計 画 概 要 作 成 

営 農 計 画 

事業効果算定 

２－２－１ 

～２－２－13 

１ 現地調査 

   ・資料把握 

   ・現地調査 

２ 計画基準値決定 

３ 対策計画 

４ 工事計画 

５ 事業費の算定 

６ 成果資料作成 

工種計画調査 

工 種 一 覧 

 

農業生産基盤整備 

 ①用水施設（田） ２－２－２ 

 ②用水施設（畑） ２－２－３ 

 ③排水施設  ２－２－４ 

 ④農  道  ２－２－５ 

 ⑤区画整理（田） ２－２－６ 

 ⑥区画整理（畑） ２－２－７ 

 ⑦暗渠排水  ２－２－８ 

 ⑧土層改良  ２－２－９ 

農村生活環境整備 

 ⑨営農飲雑用水施設 ２－２－10 

 ⑩農村公園  ２－２－11 

 ⑪活性化施設  ２－２－12 

 ⑫環境管理施設  ２－２－13 

 

測 量 調 査 

１ 踏査選定 １ 踏査選定 

２ 中心線測量 ２ 中心線測量 

３ 縦断測量 ３ 縦断測量 

４ 横断測量 ４ 横断測量 

２－６－１ ２－６－１ 
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改     正 現     行 備 考 
 

－5－ 

第２章 調査計画 
２－１ 地域調査 

２－１－１ 地域調査 

地域調査は、地域における自然及び社会的条件、地域営農及び農村環境の現況と展開方向並びに土

地基盤整備の状況等、地域の全体像を把握すると共に、営農計画、事業効果、対策計画等計画樹立に

広く活用するための資料調査及び現地調査を行うものとする。 

【省略】 

 

２－２ 工種計画調査 

２－２－１ 工種計画調査 

工種計画調査は、土地基盤及び農村環境条件に起因した営農並びに生活環境おける阻害要因を把握

し、その解決に当たっての対策計画を策定するとともに営農計画、効果算定など計画諸元として反映

させるものとする。 

１ 構  成 

現地調査、計画基準値決定、対策計画、工事計画、事業費の算定、成果資料作成項目からなるもの

とする。なお、測量調査（概略調査）は必要に応じて行うこととするが、詳細は２－６による。 

２ 成  果 

工種計画調査での成果は、本仕様書に定めるほか、計画関係資料作成要領（工種計画関係資料作成

要領）に基づき取りまとめるものとする。 

３ 業務参考資料（技術基準類） 

各項目における調査方法及び対策計画の策定については、土地改良事業計画設計基準、土地改良事

業計画指針等の調査計画業務参考資料（技術基準類）に基づき行うものとする。 

４ 工事計画の定義 

工事計画とは、既存資料、現地調査結果、設計例、経験等に基づき、概略設計によるタイプの検討、

標準図及び一般図の作成、概算数量の計算に必要な諸元決定等を行うもので、対策計画に基づき工事

計画を策定する。 

５ 各工種 

次に各工種の計画調査内容等を定める。また、定めのない工種については特記仕様書によるものと

する。 

 

第２章 調査計画 
２－１ 地域調査 

２－１－１ 地域調査 

地域調査は、地域における自然及び社会的条件、地域営農及び農村環境の現況と展開方向並びに土

地基盤整備の状況等、地域の全体像を把握すると共に、営農計画、経済効果、工種計画等計画樹立に

広く活用するための資料調査及び現地調査を行うものとする。 

【省略】 

 

２－２ 工種計画調査 

２－２－１ 工種計画調査 

工種計画調査は、土地基盤及び農村環境条件に起因した営農並びに生活環境おける阻害要因を把握

し、その解決に当たっての対策計画を策定するとともに営農計画、効果算定など計画諸元として反映

させるものとする。 

１ 構  成 

現地調査、計画基準値決定、工種計画、基本設計、事業費の算定、成果資料作成項目からなるもの

とする。なお、測量調査（概略調査）は必要に応じて行うこととするが、詳細は２－６による。 

２ 成  果 

工種計画調査での成果は、本仕様書に定めるほか、計画関係資料作成要領（工種計画関係資料作成

要領）に基づき取りまとめるものとする。 

３ 業務参考資料（技術基準類） 

各項目における調査方法及び対策計画の策定については、土地改良事業計画設計基準、土地改良事

業計画指針等の調査計画業務参考資料（技術基準類）に基づき行うものとする。 

４ 基本設計の定義 

基本設計とは、既存資料、現地調査結果、設計例、経験等に基づき、概略設計によるタイプの検討、

標準図及び一般図の作成、概算数量の計算に必要な諸元決定等を行うもので、対策計画を確立するた

めの設計を行うものとする。 

５ 各工種 

次に各工種の計画調査内容等を定める。また、定めのない工種については特記仕様書によるものと

する。 
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－6－ 

－農業生産基盤整備－ 

２－２－２ 工種名：用水施設（田） 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「農業用水（水田）」、用排水路設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

２ 計画基準値決定 

現地調査の結果を基に、対策計画の基本となる計画減水深を決定し、計画単位用水量を算出する。

なお排水兼用区間については、排水の計画基準値決定も行うものとする。 

３ 対策計画 

現地調査及び計画基準値から用水対策計画を策定するものとする。 

【省略】 

４ 工事計画 

対策計画に基づき地域条件、周辺及び前歴事業での整備状況、環境条件、経済条件等を総合的に勘

案し、用水施設の工事計画を策定すると共に図面等を作成するものとする。 

（１）用水施設の工事計画 

 ・水路工法の決定 （水路型式及び装工タイプ） 

 ・水理設計（水路内断面） 

 ・構造設計（装工タイプ毎断面及び構造） 

 ・付帯施設等の配管及び  設計（付帯施設の機能、配置及び数量） 

（２）図面等の作成 

 ・標準断面図等 ・縦断（平面）模式図 

５ 事業費の算定 

対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

 

－農業生産基盤整備－ 

２－２－２ 工種名：用水施設（田） 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「農業用水（水田）」、用排水路設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

２ 計画基準値決定 

現地調査の結果を基に、工種計画の基本となる計画減水深を決定し、計画単位用水量を算出する。

なお排水兼用区間については、排水の計画基準値決定も行うものとする。 

３ 工種計画 

現地調査及び計画基準値から用水対策計画を策定するものとする。 

【省略】 

４ 基本設計 

工種計画に基づき地域条件、周辺及び前歴事業での整備状況、環境条件、経済条件等を総合的に勘

案し、用水施設の基本設計を行うと共に図面等を作成するものとする。 

（１）用水施設の基本設計 

 ・水路工法の決定 （水路型式及び装工タイプ） 

 ・水理設計（水路内断面） 

 ・構造設計（装工タイプ毎断面及び構造） 

 ・付帯施設等の配管及び基本設計（付帯施設の機能、配置及び数量） 

（２）図面等の作成 

 ・標準断面図等 ・縦断（平面）模式図 

５ 事業費の算定 

工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 
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－7－ 

２－２－３ 工種名：用水施設（畑） 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「農業用水（畑）」、用排水路設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 対策計画 

【省略】 

４ 工事計画 

対策計画に基づき地域条件、周辺整備状況、前歴事業の整備状況、環境条件、経済性等を総合的に

勘案し、用水施設の工事計画を策定するとともに図面等を作成するものとする。 

（１）用水施設の工事計画 

 ・末端かんがい施設 ・調整施設 ・送配水施設 

 ・付帯施設 

（２）図面等の作成 

 ・施設等標準図 ・縦平面模式図 ・付帯施設等の一般図 

５ 事業費の算定 

対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－４ 工種名：排水施設 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「排水」、用排水路設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 対策計画 

【省略】 

４ 工事計画 

対策計画に基づき地域条件、周辺整備状況及び前歴事業の整備状況、環境条件、経済性等を総合的

に勘案し、排水施設の工事計画を策定すると共に図面等を作成するものとする。 

（１）排水施設の工事計画 

 ・水路工法の決定（護岸形式、護岸水準） 

 ・水理設計（排水路内断面） 

 ・構造設計（護岸タイプ毎の構造） 

 ・付帯施設等の配置及び  設計 

（２）図面等の作成 

 ・標準断面図等 

５ 事業費の算定 

対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－３ 工種名：用水施設（畑） 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「農業用水（畑）」、用排水路設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 工種計画 

【省略】 

４ 基本設計 

工種計画に基づき地域条件、周辺整備状況、前歴事業の整備状況、環境条件、経済性等を総合的に

勘案し、用水施設の基本設計を行うとともに図面等を作成するものとする。 

（１）用水施設の基本設計 

 ・末端かんがい施設 ・調整施設 ・送配水施設 

 ・付帯施設 

（２）図面等の作成 

 ・施設等標準図 ・縦平面模式図 ・付帯施設等の一般図 

５ 事業費の算定 

工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－４ 工種名：排水施設 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「排水」、用排水路設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 工種計画 

【省略】 

４ 基本設計 

工種計画に基づき地域条件、周辺整備状況及び前歴事業の整備状況、環境条件、経済性等を総合的

に勘案し、排水施設の基本設計を行うと共に図面等を作成するものとする。 

（１）排水施設の基本設計 

 ・水路工法の決定（護岸形式、護岸水準） 

 ・水理設計（排水路内断面） 

 ・構造設計（護岸タイプ毎の構造） 

 ・付帯施設等の配置及び基本設計 

（２）図面等の作成 

 ・標準断面図等 

５ 事業費の算定 

工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 
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－8－ 

２－２－５ 工種名：農  道 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「農道」、農道設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

２ 対策計画 

【省略】 

３ 工事計画 

対策計画に基づき地域条件、周辺整備状況及び前歴事業の整備状況、環境条件、経済性等を総合的

に勘案し、次の事項に基づき農道の工事計画を策定すると共に図面等を作成するものとする。 

４ 事業費の算定 

対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－６ 工種名：区画整理（田） 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整備（水田）」 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 対策計画 

【省略】 

４ 工事計画 

対策計画に基づき地域条件、周辺及び前歴事業での整備状況、環境条件、経済条件等を総合的に勘

案し、区画計画及び細工種計画の工事計画を策定するものとする。 

（１）区画計画 

 対策計画に基づき次の事項について図面を作成する。 

 ・標準区画割り図 ・平面図（各施設の配置を含む） 

（２）用水計画 

 対策計画に基づき次の事項について工事計画を策定する。 

 ・水理設計（水路内断面の決定） ・標準図作成 

（３）排水計画 

 対策計画に基づき次の事項について工事計画を策定する。 

 ・水理設計（排水路内断面の決定） ・標準図作成 

（４）農道計画 

 対策計画に基づき次の事項について工事計画を策定する。 

【省略】 

５ 事業費の算定 

 対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－５ 工種名：農  道 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「農道」、農道設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

２ 工種計画 

【省略】 

３ 基本設計 

工種計画に基づき地域条件、周辺整備状況及び前歴事業の整備状況、環境条件、経済性等を総合的

に勘案し、次の事項に基づき農道の基本設計を行うと共に図面等を作成するものとする。 

４ 事業費の算定 

工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－６ 工種名：区画整理（田） 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整備（水田）」 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 工種計画 

【省略】 

４ 基本設計 

工種計画に基づき地域条件、周辺及び前歴事業での整備状況、環境条件、経済条件等を総合的に勘

案し、区画計画及び細工種計画の基本設計を行うものとする。 

（１）区画計画 

 工種計画に基づき次の事項について図面を作成する。 

 ・標準区画割り図 ・平面図（各施設の配置を含む） 

（２）用水計画 

 工種計画に基づき次の事項について基本設計を行う。 

 ・水理設計（水路内断面の決定） ・標準図作成 

（３）排水計画 

 工種計画に基づき次の事項について基本設計を行う。 

 ・水理設計（排水路内断面の決定） ・標準図作成 

（４）農道計画 

 工種計画に基づき次の事項について基本設計を行う。 

【省略】 

５ 事業費の算定 

 工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 
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２－２－７ 工種名：区画整理（畑） 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整備（畑）」 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 対策計画 

【省略】 

４ 工事計画 

区画整理計画の内容を基に現況及び計画標準平面図（タイプ別）を作成するものとする。 

５ 事業費の算定 

対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－８ 工種名：暗渠排水 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「暗渠排水」、暗渠排水設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 対策計画 

【省略】 

４ 工事計画 

暗渠排水組織計画の内訳を基に次の事項について図面を作成するものとする。 

 ・暗渠排水標準配線図 ・暗渠排水標準断面図 

５ 事業費の算定 

対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－９ 工種名：土層改良 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「土層改良」、土層改良計画指針（案） 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 対策計画 

【省略】 

４ 事業費の算定 

対策計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－７ 工種名：区画整理（畑） 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整備（畑）」 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 工種計画 

【省略】 

４ 基本設計 

区画整理計画の内容を基に現況及び計画標準平面図（タイプ別）を作成するものとする。 

５ 事業費の算定 

工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－８ 工種名：暗渠排水 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「暗渠排水」、暗渠排水設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 工種計画 

【省略】 

４ 基本設計 

暗渠排水組織計画の内訳を基に次の事項について図面を作成するものとする。 

 ・暗渠排水標準配線図 ・暗渠排水標準断面図 

５ 事業費の算定 

工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－９ 工種名：土層改良 

主な基準等 土地改良事業計画設計基準 計画「土層改良」、土層改良計画指針（案） 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 基本設計 

【省略】 

４ 事業費の算定 

工種計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 
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新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－10－ 

２－２－10 工種名：営農飲雑用水施設 

主な基準等 土地改良事業計画指針「農村環境整備」、営農飲雑用水計画必携、 

      営農飲雑用水施設設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 対策計画 

【省略】 

４ 工事計画 

対策計画に基づき地域条件、周辺及び前歴事業での整備状況、環境条件、経済条件等を総合的に勘

案し、次の事項に基づき営農飲雑用水施設の工事計画を策定するとともに図面等を作成するものとす

る。 

（１）営農飲雑用水施設の工事計画 

【省略】 

５ 事業費の算定 

対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

 

２－２－10 工種名：営農飲雑用水施設 

主な基準等 土地改良事業計画指針「農村環境整備」、営農飲雑用水計画必携、 

      営農飲雑用水施設設計指針 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 工種計画 

【省略】 

４ 基本設計 

工種計画に基づき地域条件、周辺及び前歴事業での整備状況、環境条件、経済条件等を総合的に勘

案し、次の事項に基づき営農飲雑用水施設の基本設計を行うとともに図面等を作成するものとする。 

 

（１）営農飲雑用水施設の基本設計 

【省略】 

５ 事業費の算定 

工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 
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新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－11－ 

２－２－11 工種名：農村公園 

  主な基準等 土地改良事業計画指針「農村環境整備」 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 対策計画 

【省略】 

４ 工事計画 

対策計画に基づき、本体施設及び付帯施設の工事計画を策定するとともに平面図等の作成を行うも

のとする。 

（１）本体施設の工事計画 

 緑地帯や広場等のレイアウトの検討後、農村公園施設の概略設計を行い、平面図を作成する。 

（２）付帯施設の工事計画 

 付帯施設についての概略設計を行い、平面図を作成する。 

（３）施設全体平面図の作成 

 本体施設及び付帯施設の工事計画から、施設全体平面図を作成する。 

（４）イメージ図（鳥かん図）の作成 

 施設全体平面図から、施設全体のイメージ図（鳥かん図）を作成する。 

（５）施設全体用地図の作成 

 施設全体平面図の作成と合わせて、対策計画で決定した施設用地を基に、施設全体用地図及び

施設面積求積資料を作成する。 

（６）その他図面の作成 

 各工事計画より、仮設工事及び補償工事を要する場合は、概略設計を行い、必要な図面を作成

する。 

５ 事業費の算定 

対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－11 工種名：農村公園 

  主な基準等 土地改良事業計画指針「農村環境整備」 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 工種計画 

【省略】 

４ 基本設計 

工種計画に基づき、本体施設及び付帯施設の概略設計及び平面図等の作成を行うものとする。 

 

（１）本体施設の基本設計 

 緑地帯や広場等のレイアウトの検討後、農村公園施設の概略設計を行い、平面図を作成する。 

（２）付帯施設の基本設計 

 付帯施設についての概略設計を行い、平面図を作成する。 

（３）施設全体平面図の作成 

 本体施設及び付帯施設の基本設計から、施設全体平面図を作成する。 

（４）イメージ図（鳥かん図）の作成 

 施設全体平面図から、施設全体のイメージ図（鳥かん図）を作成する。 

（５）施設全体用地図の作成 

 施設全体平面図の作成と合わせて、工種計画で決定した施設用地を基に、施設全体用地図及び

施設面積求積資料を作成する。 

（６）その他図面の作成 

 各基本設計より、仮設工事及び補償工事を要する場合は、概略設計を行い、必要な図面を作成

する。 

５ 事業費の算定 

工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 
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新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－12－ 

２－２－12 工種名：活性化施設 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 対策計画 

【省略】 

４ 工事計画 

対策計画に基づき、本体施設及び付帯施設の工事計画を策定するとともに平面図等の作成を行うも

のとする。 

（１）本体施設の工事計画 

 施設構造の検討及び概略設計を行い、平面図、立面図及び側面図を作成する。 

（２）付帯施設の工事計画 

 付帯施設についての概略設計を行い、平面図等を作成する。 

（３）施設全体平面図の作成 

 本体施設及び付帯施設の対策計画及び工事計画から、施設全体平面図を作成する。 

（４）イメージ図（鳥かん図）の作成 

 施設全体平面図より、周辺を含む施設のイメージ図（鳥かん図）を作成する。 

（５）施設全体用地図の作成 

 施設全体平面図の作成と合わせて、対策計画で決定した施設用地を基に、施設全体用地図及び

施設面積求積資料を作成する。 

（６）その他図面の作成 

 各工事計画より、仮設工事及び補償工事を要する場合は、概略設計を行い、必要な図面を作成

する。 

５ 事業費の算定 

対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－２－12 工種名：活性化施設 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 工種計画 

【省略】 

４ 基本設計 

工種計画に基づき、本体施設及び付帯施設の概略設計及び平面図等の作成を行うものとする。 

 

（１）本体施設の基本設計 

 施設構造の検討及び概略設計を行い、平面図、立面図及び側面図を作成する。 

（２）付帯施設の基本設計 

 付帯施設についての概略設計を行い、平面図等を作成する。 

（３）施設全体平面図の作成 

 本体施設及び付帯施設の工種計画及び基本設計から、施設全体平面図を作成する。 

（４）イメージ図（鳥かん図）の作成 

 施設全体平面図より、周辺を含む施設のイメージ図（鳥かん図）を作成する。 

（５）施設全体用地図の作成 

 施設全体平面図の作成と合わせて、工種計画で決定した施設用地を基に、施設全体用地図及び

施設面積求積資料を作成する。 

（６）その他図面の作成 

 各基本設計より、仮設工事及び補償工事を要する場合は、概略設計を行い、必要な図面を作成

する。 

５ 事業費の算定 

工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 
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新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－13－ 

２－２－13 工種名：環境管理施設（堆肥舎及び堆肥製造施設） 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 対策計画 

【省略】 

４ 工事計画 

対策計画に基づき、本体施設及び付帯施設の工事計画を策定するとともに平面図等の作成を行うも

のとする。 

（１）本体施設の工事計画 

 施設構造の検討及び概略設計を行い、平面図及び立面図、並びに側面図を作成する。 

（２）付帯施設の工事計画 

 付帯施設についての概略設計を行い、平面図及び立面図等を作成する。 

（３）施設全体平面図の作成 

 本体施設及び付帯施設の対策計画及び工事計画から、施設全体平面図を作成する。 

（４）イメージ図（鳥かん図）の作成 

 施設全体平面図より、周辺を含む施設のイメージ図（鳥かん図）を作成する。 

（５）施設全体用地図の作成 

 施設全体平面図の作成と合わせて、対策計画で決定した施設用地を基に、施設全体用地図及び

施設面積求積資料を作成する。 

（６）その他図面の作成 

 各工事計画より、仮設工事及び補償工事を要する場合は、概略設計を行い、必要な図面を作成

する。 

５ 事業費の算定 

対策計画及び工事計画から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－６ 測量調査（概略測量） 

２－６－１ 測量調査（概略測量） 

地形図や道路台帳等の既存資料を活用して、整備予定路線（箇所）の現況地形を把握し、工種計画

調査における対策計画及び工事計画を行うことを目的に概略測量を行うものとする。なお、測点間隔

等測量の詳細は特記仕様書による。 

１ 踏査選点 

特記仕様書によるほか担当員の示す条件に従って、整備予定路線（箇所）の踏査選点により現況地

形を確認し、対策計画、工事計画を行うための基礎資料とする。また、支障となりそうな物件の位置

を確認する。 

※活用資料：地形地番図、道路台帳、河川台帳 

【省略】 

２－２－13 工種名：環境管理施設（堆肥舎及び堆肥製造施設） 

１ 現地調査 

【省略】 

３ 工種計画 

【省略】 

４ 基本設計 

工種計画に基づき、本体施設及び付帯施設の概略設計及び平面図等の作成を行うものとする。 

 

（１）本体施設の基本設計 

 施設構造の検討及び概略設計を行い、平面図及び立面図、並びに側面図を作成する。 

（２）付帯施設の基本設計 

 付帯施設についての概略設計を行い、平面図及び立面図等を作成する。 

（３）施設全体平面図の作成 

 本体施設及び付帯施設の工種計画及び基本設計から、施設全体平面図を作成する。 

（４）イメージ図（鳥かん図）の作成 

 施設全体平面図より、周辺を含む施設のイメージ図（鳥かん図）を作成する。 

（５）施設全体用地図の作成 

 施設全体平面図の作成と合わせて、工種計画で決定した施設用地を基に、施設全体用地図及び

施設面積求積資料を作成する。 

（６）その他図面の作成 

 各基本設計より、仮設工事及び補償工事を要する場合は、概略設計を行い、必要な図面を作成

する。 

５ 事業費の算定 

工種計画及び基本設計から、次の事項に基づき計画事業費を算出するものとする。 

【省略】 

 

２－６ 測量調査（概略測量） 

２－６－１ 測量調査（概略測量） 

地形図や道路台帳等の既存資料を活用して、整備予定路線（箇所）の現況地形を把握し、工種計画

調査における工種計画及び基本設計を行うことを目的に概略測量を行うものとする。なお、測点間隔

等測量の詳細は特記仕様書による。 

１ 踏査選点 

特記仕様書によるほか担当員の示す条件に従って、整備予定路線（箇所）の踏査選点により現況地

形を確認し、工種計画、基本設計を行うための基礎資料とする。また、支障となりそうな物件の位置

を確認する。 

※活用資料：地形地番図、道路台帳、河川台帳 

【省略】 
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－14－ 

付表－１          調査計画業務フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【省略】 

付表－１                  調査計画業務フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【省略】 

 

 

フロー図内、字句の

改正 

 

 

・業務計画書の確認 

契 約 

第１回打合せ 

・作業分担の確認 

・工種計画諸元決定方法の

確認 

・概算工事費等の提示 

（ha当り単価） 

・事業効果算定条件の確認 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

地域調査・測量調査 

工種計画調査 

現地調査 

計画基準値決定 

対策計画 

Yes 

No 

 

・業務計画書の作成 

・条件等の確認 

（設計図書等） 

・基準、指針、マニュアル

等の確認 

・調査計画業務に使用する

諸係数の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 
・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・工種計画諸元の検証 

・受益地の検証 

・現地確認の反映 

・その他 

・土地立入通知書の送付 

基本条件の整理 

第２回打合せ 

段階確認 

・工種計画（現地調査、 

計画基準値決定、対策 

計画）の確認 

（必要に応じて職場 

検討会） 

工種計画調査 

工事計画 

事業費の算定 

営農計画 

第３回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

Ａ 

・工種計画（工事計画、 

事業費の算定）の確認 

・営農計画の確認 

（必要に応じて職場 

検討会） 

・工種計画説明資料案の 

作成 

・図面作成 

・その他 

Yes 

・業務計画書の確認 

契 約 

第１回打合せ 

・作業分担の確認 

・工種計画諸元決定方法の

確認 

・概算工事費等の提示 

（ha当り単価） 

・事業効果算定条件の確認 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

地域調査・測量調査 

工種計画調査 

現地調査 

計画基準値決定 

工種計画 

Yes 

No 

 

・業務計画書の作成 

・条件等の確認 

（設計図書等） 

・基準、指針、マニュアル

等の確認 

・調査計画業務に使用する

諸係数の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 
・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・工種計画諸元の検証 

・受益地の検証 

・現地確認の反映 

・その他 

・土地立入通知書の送付 

基本条件の整理 

第２回打合せ 

段階確認 

・工種計画（現地調査、 

計画基準値決定、工種 

計画）の確認 

（必要に応じて職場 

検討会） 

工種計画調査 

基本設計 

事業費の算定 

営農計画 

第３回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

Ａ 

・工種計画（基本設計、 

事業費の算定）の確認 

・営農計画の確認 

（必要に応じて職場 

検討会） 

・工種計画説明資料案の 

作成 

・図面作成 

・その他 

Yes 



 

 

 

 

 

 

 

新 旧 対 照 表 

 
 

第６編 施工管理業務仕様書 
 

 
             第１章  工事数量算定資料等作成業務 

             第２章  設計施工管理業務 

             第３章  現場技術委託業務 

              

 

 



（白紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－1－ 

第１章 工事数量算定資料等作成業務 
１－１ 総  則 

１－１－１ 適用範囲 

【省略】 

 

１－１－２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１ 「委託者」とは、支出負担行為担当者をいう。 

【省略】 

７ 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。 

【省略】 

 

第１章 工事数量算定資料等作成業務 
１－１ 総  則 

１－１－１ 適用範囲 

【省略】 

 

１－１－２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１ 「委託者」とは、支出負担行為担当者をいう。 

【省略】 

７ 「仕様書」とは、共通仕様書、特記仕様書を総称していう。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－2－ 

第２章 設計施工管理業務 
２－１ 総  則 

２－１－１ 適用範囲 

【省略】 

 

２－１－２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１ 「委託者」とは、支出負担行為担当者をいう。 

【省略】 

10 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。 

【省略】 

 

第２章 設計施工管理業務 
２－１ 総  則 

２－１－１ 適用範囲 

【省略】 

 

２－１－２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１ 「委託者」とは、支出負担行為担当者をいう。 

【省略】 

10 「仕様書」とは、共通仕様書、特記仕様書を総称していう。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－3－ 

第３章 現場技術委託業務 
３－１ 総  則 

３－１－１ 適用範囲 

【省略】 

 

３－１－２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１ 「委託者」とは、支出負担行為担当者をいう。 

【省略】 

９ 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含

む。）を総称していう。 

【省略】 

 

第３章 現場技術委託業務 
３－１ 総  則 

３－１－１ 適用範囲 

【省略】 

 

３－１－２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

１ 「委託者」とは、支出負担行為担当者をいう。 

【省略】 

９ 「仕様書」とは、共通仕様書、特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含

む。）を総称していう。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－4－ 

 


